[bookmark: _7b8xun2ixhid]ブログ記事制作契約書

株式会社●●（以下「甲」という。）と、●●（以下「乙」という。）は、ブログ記事制作業務の委託に関し、以下のとおりブログ記事制作契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _xnx6pdgt1thn]第1条（目的）
本契約は、甲が運営するウェブサイト、オウンドメディア、ブログその他の媒体に掲載する記事コンテンツの制作業務について、甲が乙に委託し、乙がこれを受託するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

[bookmark: _lzy4pyii11gv]第2条（委託業務）
1. 甲は乙に対し、次の業務（以下「本業務」という。）を委託し、乙はこれを受託する。
（1）ブログ記事の企画提案
（2）記事構成案の作成
（3）記事本文の執筆
（4）画像選定又は画像素材の提案
（5）SEO対策を考慮した記事制作
（6）その他甲乙が合意した業務
2. 個別案件の詳細については、発注書、見積書、メールその他の方法により定めるものとする。
3. 
[bookmark: _91sopmj4tg3i]第3条（記事内容の指定）
1. 甲は乙に対し、記事テーマ、文字数、掲載媒体、ターゲット層、納期その他必要事項を指定することができる。
2. 乙は甲の指定内容に基づき、本業務を遂行するものとする。
3. 乙は記事制作にあたり、法令、公序良俗及び第三者の権利を侵害しないよう十分配慮しなければならない。
4. 
[bookmark: _2bisi8hjjfkt]第4条（再委託）
1. 乙は、甲の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本業務の全部又は重要な部分を第三者へ再委託してはならない。
2. 甲が再委託を承諾した場合であっても、乙は再委託先の行為について一切の責任を負う。
3. 
[bookmark: _9uto0wv8eaaj]第5条（納品）
1. 乙は、甲が指定する方法により成果物を納品する。
2. 納品形式は次のいずれかとする。
（1）Wordファイル
（2）Googleドキュメント
（3）テキストデータ
（4）CMS直接入稿
（5）その他甲が指定する形式
3. 納期は個別案件ごとに定めるものとする。
4. 
[bookmark: _q5c6jikhnl4]第6条（検収）
1. 甲は成果物の納品後、合理的な期間内に内容を確認し、検収を行う。
2. 成果物に不備、誤記、仕様不適合その他の問題が認められた場合、甲は乙に修正を求めることができる。
3. 乙は前項の修正依頼を受けた場合、合理的な期間内に無償で修正対応を行う。
4. 甲が検収完了を通知した時点で成果物の納品は完了する。
5. 
[bookmark: _179p6jjb6ab3]第7条（修正対応）
1. 修正回数及び修正範囲は個別案件ごとに定める。
2. 当初の依頼内容を超える大幅な変更、追加取材、構成変更その他追加作業については、別途協議の上、追加費用を定めることができる。
3. 
[bookmark: _g3fip4f8myqc]第8条（報酬）
1. 甲は乙に対し、本業務の対価として別途合意した報酬を支払う。
2. 支払時期及び支払方法は個別案件ごとに定める。
3. 振込手数料は特段の定めがない限り甲の負担とする。
4. 
[bookmark: _s0w0jp5kmoay]第9条（著作権等）
1. 成果物に関する著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含む。）は、報酬の完済時に乙から甲へ移転する。
2. 乙は甲及び甲の指定する第三者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
3. 乙は成果物が第三者の著作権、商標権その他の権利を侵害しないことを保証する。
4. 乙が制作前から保有していたノウハウ、テンプレート、制作技術その他の権利は乙に留保される。
5. 
[bookmark: _dk0asp3q9gim]第10条（AI生成コンテンツの利用）
1. 乙が生成AIその他の自動生成ツールを利用して成果物を作成する場合、事前に甲へ通知しなければならない。
2. 乙は生成AIを利用した場合であっても、成果物の品質及び権利関係について責任を負う。
3. 乙は生成物について必要な確認、校正及び事実確認を行うものとする。
4. 
[bookmark: _tc5f54p0m9xg]第11条（SEO及び品質管理）
1. 乙は検索エンジン対策を考慮して記事を作成する場合、過度なキーワード詰め込みその他検索エンジンガイドラインに反する行為を行ってはならない。
2. 乙は事実確認を行い、虚偽又は誤解を招く内容を記載してはならない。
3. 医療、法律、金融その他専門分野の記事については、必要に応じて根拠資料を提示するものとする。
4. 
[bookmark: _ge9fwik7tkaf]第12条（秘密保持）
1. 乙は本業務に関連して知り得た甲の営業上、技術上その他一切の非公開情報を秘密として保持し、第三者へ開示又は漏えいしてはならない。
2. 前項の義務は本契約終了後も存続する。
3. 
[bookmark: _hihje12qcafr]第13条（個人情報の取扱い）
乙は本業務に関連して個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法その他関連法令を遵守しなければならない。

[bookmark: _fsixso2oj3h]第14条（保証）
1. 乙は成果物がオリジナルのものであることを保証する。
2. 乙は無断転載、盗用、剽窃その他第三者の権利侵害がないことを保証する。
3. 第三者との紛争が発生した場合、乙の責めに帰すべき事由によるものについては乙の責任と費用において解決する。
4. 
[bookmark: _vvco47sye7ge]第15条（契約解除）
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合、本契約を解除することができる。
2. 次の各号に該当する場合は、催告なく直ちに解除できる。
（1）重大な契約違反
（2）差押え、仮差押え、競売申立て
（3）破産、民事再生その他これらに類する手続開始申立て
（4）信用状態の著しい悪化
3. 
[bookmark: _14brtxekojui]第16条（損害賠償）
甲又は乙は、本契約違反により相手方へ損害を与えた場合、その直接かつ通常の損害を賠償しなければならない。

[bookmark: _kaeirbro9fkt]第17条（反社会的勢力の排除）
1. 甲及び乙は、自ら及びその関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明保証する。
2. 相手方が反社会的勢力に該当した場合、何らの催告なく契約を解除できる。
3. 
[bookmark: _nhn42aq1e5bg]第18条（有効期間）
1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とする。
2. 期間満了日の1か月前までに双方から書面による異議がない場合、同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 
[bookmark: _9hy047t0bjo1]第19条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _3coxni20i6yw]第20条（合意管轄）
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。










契約締結日：　　　年　　　月　　　日
[bookmark: _5fba68g5vydy]
[bookmark: _8lg7iqb5150c]甲
会社名：

所在地：

代表者名：

[bookmark: _2jltxvo0cuhb]乙
氏名又は会社名：

住所：

代表者名：

